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難
先
な
ど
を
示
し
て
い
ま
す
。

（
平
成
28
年
1
月
1
日
現
在
）

❶
豊
里
町
２
０
９
６
世
帯

　

６
７
４
３
人

❷
津
山
町
１
１
１
８
世
帯

　

３
４
７
２
人

　

市
は
、
女
川
原
子
力
発
電
所
で

事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、

「
原
子
力
災
害
時
に
お
け
る
避
難

計
画
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
対
象

地
域
は
豊
里
町
お
よ
び
津
山
町
と

な
り
ま
す
。
避
難
計
画
で
は
、
避

難
方
法
お
よ
び
行
政
区
ご
と
の
避

◆
災
害
発
生
時
に
、最
も
重
要
な

の
は
「
自
ら
の
生
命
は
自
ら
が
守

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
の
た

め
に
は
、い
ち
早
く
正
確
な
情
報

を
取
得
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

市
は
、【
表
１
】
に
よ
り
、
重

要
な
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

該
当
地
区
の
皆
さ
ん
は
、
事
故
の

状
況
に
応
じ
て
、
屋
内
退
避
や
避

難
な
ど
を
し
て
く
だ
さ
い
。
取
る

べ
き
行
動
は
、
そ
の
都
度
市
か
ら

情
報
伝
達
手
段
に
よ
り
周
知
し
ま

す
。

　

ま
た
、
市
だ
け
で
は
な
く
、
テ

レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
か
ら
の
情
報
も
収

集
し
て
く
だ
さ
い
。

一
般
住
民
お
よ
び
障
が
い
者
、

高
齢
者
、
入
院
患
者
な
ど
の
要
配

慮
者
が
避
難
す
る
際
の
行
動
ポ
イ

ン
ト
は
、
次
の
通
り
で
す
。

❶

①
原
則
、自
家
用
車
避
難
と
し
、

可
能
な
限
り
一
世
帯
1
台
と
し
ま

す
。自
家
用
車
が
無
い
人
は
近
所

の
人
と
乗
り
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

②
自
家
用
車
な
ど
の
避
難
が
困
難

な
場
合
、一
時
集
合
場
所
等
か
ら
、

バ
ス
な
ど
で
避
難
し
て
く
だ
さ
い

③
自
力
お
よ
び
近
隣
住
民
と
の
乗

り
合
わ
せ
や
、一
時
集
合
場
所
へ

の
移
動
が
困
難
な
場
合
、市（
各
総

合
支
所
）へ
申
し
出
て
、市
公
用
自

動
車
な
ど
、公
的
機
関
の
車
両
で

避
難
し
て
く
だ
さ
い

④
避
難
時
は
、退
域
検
査
ポ
イ
ン

ト
（
※
１
）
を
経
由
し
て
く
だ
さ

い⑤
通
所
施
設
の
利
用
者
や
病
院
へ

の
入
院
患
者
は
、避
難
す
る
こ
と

で
健
康
状
態
に
危
険
を
及
ぼ
す
場

合
、
屋
内
退
避
を
優
先
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
（
一
般
的
に
遮
へ
い

効
果
や
気
密
性
が
比
較
的
高
い
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
性
の
建
物
へ
の
屋

内
退
避
が
有
効
）

⑥
避
難
指
示
と
同
時
に
、
安
定
ヨ

ウ
素
剤
（
※
２
）
配
布
の
指
示
が

発
令
さ
れ
た
場
合
、
配
布
場
所
を

経
由
し
受
領
し
て
く
だ
さ
い

❷
　

基
本
的
な
避
難
先
は
一
般
避
難

所
で
す
が
、
要
配
慮
者
は
健
康
状

態
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
福
祉

避
難
所
に
移
動
し
ま
す
。
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